
 
 

重要事項説明書 

１．運営法人の概要 

名称 株式会社 メディカルシステムネットワーク  

代表者 代表取締役社長  田尻 稲雄 

所在地 〒060-0010 北海道札幌市中央区北十条西二十四丁目 3 番地 

連絡先 電話：011-612-1069 

 

２．事業所の概要 

事業所名 ひまわり訪問看護リハビリステーション 

所在地 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町 4-22-4 

事業所指定番号  東京都 1362090480 号・ステーションコード 7396617 

管理者・連絡先 所長 西森 知見     電話：03-6904-5146 

 

サービス提供地域 

練馬区 大泉学園町 全域 西東京市 下保谷 全域 

大泉町 全域 北町 全域 

東大泉 全域 東町 全域 

西大泉 全域 中町 全域 

南大泉 全域 栄町 全域 

石神井台 3,5,6 丁

目 

住吉町 1,2,4,5,

6 丁目 

関町北 4,5 丁目 泉町 2,3,4,5,

6 丁目 

新座市 栄 全域 富士町 1,2,3,4,

5 丁目 

池田 全域 

※それ以外の地域は要相談 
片山 全域 

野寺 3,4,5 丁

目 

 

３．営業日及び営業時間 

営業日 営業時間 

月曜日から金曜日まで 

ただし、祝日及び 12 月 30 日から 1 月 3 日までを除き

ます。 

午前 9 時 00 分から 

午後 6 時 00 分まで 



 
 

   

（注）年末年始（１２／３０～１／３）、土、日、祭日はお休みとさせて頂きます。 

   ※ご利用者様の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外での訪問看護活動を 

行っています。 

   ※緊急時訪問看護加算については別紙で説明します。 

 

４．事業所の職員体制 

職種 従事するサービス内容等 人員 

所長 管理者は業務の管理を一元的に行います。 1 名 (常勤) 

訪問看護師 

かかりつけの医師より訪問看護指示書を受けた

後、利用者様の状態に合せ、必要に応じたサービ

スを提供します。 

8 名 (常勤) 

3 名(非常勤) 

理学療法士 
状態の安定している方へのリハビリテーションを

します。 

4 名 (常勤) 

名(非常勤) 

作業療法士 
状態の安定している方へのリハビリテーションを

します。 

3 名 (常勤) 

1 名(非常勤) 

事務担当職員 事務業務又は事務職務の連絡等を行います。 
3 名 (常勤) 

名(非常勤) 

 

５.事業の目的と運営方針 

事業の目的： 

ひまわり訪問看護リハビリステーション（以下、「ステーション」といいます）は、 

利用者が居宅において、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、その 

療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的とします。 

運営方針： 

  ① ステーションは、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って 

訪問看護サービスを提供するよう努めます。 

② ステーションは、事業の実施にあたり関係する市区町村、地域の保健・医療・ 

福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

６．提供する訪問看護のサービス内容 

  ① 健康状態の観察（体温・血圧測定を通して病状観察） 

  ② 療養上のケア（日常生活の介助や指導、病気によって生じる様々な症状の緩和） 

  ③ 医師の指示による医療処置・管理（主治医の指示に基づく点滴や膀胱留置 

 カテーテルの管理、床ずれの予防・処置など） 

  ④ 認知症ケア（認知症介護の相談・工夫をアドバイス） 



 
 

  ⑤ 在宅リハビリテーション（拘縮予防や機能回復、嚥下機能訓練等） 

  ⑥ ご家族からの相談（介護や療養に関するご相談に対応） 

  ⑦ 終末期ケア（慢性疾患やがんなどで終末期を在宅で過ごされるよう支援） 

 

７．サービス利用料（加算項目説明含む）及び利用者負担     別紙参照 

 

８．理学療法士等の訪問 

  理学療法士等の訪問は看護業務の一環としてのリハビリテーションであり、看護師の 

  代わりに理学療法士等が訪問しております。 

  利用者様の状態の変化等に合わせて定期的に看護師が訪問させていただきます。 

 

９．訪問看護実施時の留意事項 

① 指定訪問の利用にあたり、利用者は本書面に記載されているサービス内容以外の 

  業務をステーションに依頼することはできません。 

  ② 訪問看護の実施のために使用する水道・ガス・電気・介護用品・衛生管理用品等の 

    費用は利用者の負担となります。 

 

１０.緊急時における対応について 

  ① ステーションの従事者は、サービスの提供中に事故や利用者の急変もしくはその 

    他の緊急事態が生じた時は速やかに利用者の家族に連絡を取るほか、必要に応じて 

    主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡等の必要な処置を講じます。 

  ② サービスの提供中に事故が起きた場合は、管理者は市区町村や利用者に係る介護 

    支援事業者等の関係機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１１.利用の中止、変更、追加 

  ① 利用予定日の前に、利用者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止または 

    変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用 

    予定日の前日までに、当ステーション又は介護支援専門員（ケアマネジャー）に申し 

    出てください。 

  ② サービスの利用の変更・追加の申し出に対して、ステーション及び訪問看護師の稼働 

    状況により、利用者の希望する日時に訪問看護の提供ができない場合、他の日時を 

    利用者に提案します。 

 

１２．秘密保持 

事業所及び訪問看護師は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない 

情報については、事前に利用者又はその家族から、文書で同意を得るものとします。 



 
 

 

１３.利用料の請求とお支払いについて 

利用料の請求については、毎月末締めとし、翌月１５日頃に請求書を発行致します。 

支払い方法は、原則口座振替とさせていただき、翌月２７日（金融機関休日の場合は  

その翌営業日）に引き落としとなります。 

 

１４．相談窓口、苦情対応 

● 当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。 

電話番号 03-6904-5146 FAX番号 03-6904-5147 

担当者  西森 知見 

その他 

相談・苦情については、所長及び担当訪問看護師が対応します。 

不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、

担当者、管理者に引き継ぎます。 

● その他、お住まいの区役所及び東京都国民健康保険団体連合会においても苦情申し 

立て等ができます。 

東京都国民健康保険団体連合会 

（国保連） 

苦情相談窓口専用 

03-6238-0177 

所在地：千代田区飯田橋 3-5-1 

     東京区政会館 11 階 

電話番号：03-6238-0011（大代表） 

FAX 番号：03-6238-0022 

対 応 時 間 ： 月 曜 日 ～ 金 曜 日 の 9:00 ～

17:00 

練馬区役所 高齢者支援課 
所在地：練馬区豊玉北 6-12-1 

電話番号：03-5984-4597 

西東京市   高齢者支援課 

所在地：西東京市南町 5-6-13 

田無第 2 庁舎 1 階 

電話番号：042-420-2811 

新座市役所 長寿はつらつ課 
所在地：新座市野火止 1-1-1 本庁舎 1 階 

電話番号：048-477-6890 

●利用者様の住所を担当する地域包括支援センター 

名称 所在地 電話番号 担当区域 

石神井 石神井町 3-30-26 03-5923-

1250 

石神井町 1・3～8、 

石神井台 1・3 

第二光陽苑 関町北 5-7-22 03-5991-

9919 

石神井台 2・5～8 

関町北 4・5 

やすらぎﾐﾗｰｼﾞｭ 大泉町 4-24-7 03-5905-

1190 

大泉町 1～4 



 
 

大泉北 大泉学園町 4-21-1 03-3924-

2006 

大泉学園町 4～9 

大泉学園通り 大泉学園町 2-20-

21 

03-5933-

0156 

大泉学園町 1～3、 

大泉町 5・6 

東大泉 3（一部） 

南大泉 南大泉 5-26-19 03-3923-

5556 

西大泉、西大泉町、 

南大泉 5・6 

大泉 東大泉 1-29-1 03-5387-

2751 

東大泉 1・2、3(一

部) 

東大泉 4～6 

やすらぎシティ 東大泉 7-27-49 03-5935-

8321 

東大泉 7 

南大泉 1～4 

 

１５．虐待防止のための措置に関する事項 

１ 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じています。 

（1） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 

         その結果について従業者に周知します。 

（2） 虐待の防止のための指針を整備します。 

（3） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（4） 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等 

高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 

速やかに、これを市区町村に通報するものとします。 

 


